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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴム紐で予め束ねた頭髪に装着する髪止め具であって、
　前記頭髪を束ねた前記ゴム紐の外周を覆う環状形状を有し、前記ゴム紐で束ねた前記頭
髪を前記環状形状の内側に挿入するための切れ目を有する環状部を備え、
　前記環状部は、台座部と、前記台座部の両端のそれぞれに開閉自在に取り付けられたア
ーム部とを有し、
　前記台座部の内側には、前記環状部が前記ゴム紐の外周位置からずれることを規制する
ための突起部が形成されている、
　ことを特徴とする髪止め具。
【請求項２】
　前記突起部は、前記頭髪の長さ方向の両側から前記ゴム紐を挟む位置にそれぞれ形成さ
れる櫛状部によって構成されることを特徴とする請求項１に記載の髪止め具。
【請求項３】
　前記突起部は、前記頭髪の長さ方向の両側から前記ゴム紐を挟む位置にそれぞれ形成さ
れる凸条部によって構成されることを特徴とする請求項１に記載の髪止め具。
【請求項４】
　前記環状部の前記切れ目の部分には、前記環状部の径を調整可能に係止する係止部が設
けられていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の髪止め具。
 



(2) JP 6146868 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、髪止め具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　頭髪を束ねて保持する髪止め具としては、例えば、特許文献１に開示されたものがある
。この髪止め具は、スパイラル形状を有する本体部を有し、このスパイラル形状を有する
本体部の開口部から頭髪を挿入し、幅が狭いスパイラルの中心方向に頭髪を移動すること
で保持力が増加し、頭髪を確実に固定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表平０９－５０４７２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に開示された髪止め具は、スパイラル形状を有する本体部を回転
させながら頭髪をその中心に向けて移動させる必要があることから、着脱に手間を要する
という問題点がある。また、スパイラル形状を有する本体部は、開口部を有することから
、この部分には装飾を施すことができない。また、開口部において本体部が不連続となる
ことから、本体部に対して一貫した装飾を施すことができないという問題点もある。
【０００５】
　本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、簡易に装着できるとともに、自由な
装飾を施すことができる髪止め具を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、ゴム紐で予め束ねた頭髪に装着する髪止め具で
あって、前記頭髪を束ねた前記ゴム紐の外周を覆う環状形状を有し、前記ゴム紐で束ねた
前記頭髪を前記環状形状の内側に挿入するための切れ目を有する環状部を備え、前記環状
部は、台座部と、前記台座部の両端のそれぞれに開閉自在に取り付けられたアーム部とを
有し、前記台座部の内側には、前記環状部が前記ゴム紐の外周位置からずれることを規制
するための突起部が形成されている、ことを特徴とする。
　このような構成によれば、簡易に装着できるとともに、自由な装飾を施すことが可能と
なる。
 
【０００７】
　また、本発明は、前記突起部は、前記頭髪の長さ方向の両側から前記ゴム紐を挟む位置
にそれぞれ形成される櫛状部によって構成されることを特徴とする。
　このような構成によれば、櫛状部がゴム紐を確実に挟持することから、ゴム紐が移動し
た場合でも環状部が追従して移動するため、ゴム紐が視認可能となることを防ぐことがで
きる。
【０００８】
　また、本発明は、前記突起部は、前記頭髪の長さ方向の両側から前記ゴム紐を挟む位置
にそれぞれ形成される凸条部によって構成されることを特徴とする。
　このような構成によれば、凸条部がゴム紐を確実に挟持することから、ゴム紐が移動し
た場合でも環状部が追従して移動するため、ゴム紐が視認可能となることを防ぐことがで
きる。
【００１１】
　また、本発明は、前記環状部の前記切れ目の部分には、前記環状部の径を調整可能に係
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止する係止部が設けられていることを特徴とする。
　このような構成によれば、束ねた頭髪の太さに応じて環状部の径を調整可能になるので
、束ねる頭髪の多寡によらず頭髪を確実に保持することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、簡易に装着できるとともに、自由な装飾を施すことができる髪止め具
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る髪止め具の構成例を示す図である。
【図２】図１に示す第１実施形態の装着方法を説明する図である。
【図３】本発明の第２実施形態の構成例を示す図である。
【図４】本発明の第３実施形態の構成例を示す図である。
【図５】本発明の第４実施形態の構成例を示す図である。
【図６】本発明の第５実施形態の構成例を示す図である。
【図７】本発明の第６実施形態の構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明の実施形態について説明する。
【００１５】
（Ａ）本発明の第１実施形態の説明
　図１は、本発明の第１実施形態に係る髪止め具の構成例を示す斜視図である。この図１
に示すように、第１実施形態の髪止め具１は、頭髪をその内側に挿入するための切れ目１
１を有する環状形状の環状部１０と、環状部１０の内側面１０ｂに設けられた櫛状突起１
２～１５を有している。
【００１６】
　ここで、環状部１０は、例えば、金属、樹脂、木材、セラミックス、ベッコウ等によっ
て構成される。例えば、金属をベース材とし、その表面を別の部材（例えば、樹脂、皮革
、布等）によって被覆するようにしてもよい。なお、環状部１０は、頭髪に装着する際に
、切れ目１１を押し広げることから、手で操作可能な程度の弾性を有する部材によって構
成することが望ましい。環状部１０の環状形状としては、図１に示す円形状の他に、楕円
形状であったり、あるいは、三角形状、四角形状、五角形状以上の多角形状であったりし
てもよい。
【００１７】
　環状部１０の端部１０ｃ，１０ｄは、頭髪に装着する際に、頭髪の挿入をスムーズにす
るために円形形状に加工されている。環状部１０の外側面１０ａには、図１では図示して
いないが、色彩や図柄や文字等による装飾が施されている。なお、これら以外にも、別の
部材（例えば、ラインストーン、宝石、ビーズ等）を配置するようにしてもよい。
【００１８】
　環状部１０の内側面１０ｂの切れ目１１と対向する位置には、櫛状突起１２～１５が配
置されている。なお、この櫛状突起１２～１５は、環状部１０と一体的に構成するように
してもよいし、あるいは、櫛状突起１２～１５を別体として構成し、接着剤等によって環
状部１０に接着したり、溶接によって環状部１０に溶着したりするようにしてもよい。
【００１９】
　図２は、図１に示す髪止め具を装着する方法を示す斜視図である。この図２に示すよう
に、髪止め具１を装着する際には、ゴム紐３０を巻回することによって、予め頭髪２０を
まとめて束ねた状態とする。そして、髪止め具１の端部１０ｃ，１０ｄを左右に引いて、
切れ目１１を広げた状態とし、櫛状突起１２，１３および櫛状突起１４，１５がゴム紐３
０の端部３０ａ，３０ｂを頭髪２０の長さ方向の両端から挟むように装着する。この結果
、髪止め具１がゴム紐３０を覆うように装着されることから、ゴム紐３０が外部から見え
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ることを防止できる。また、髪止め具１には、装飾が施されていることから、観者に華美
な印象を与えることができる。
【００２０】
　また、ゴム紐３０の端部３０ａの外側（頭側）には、例えば、櫛状突起１２，１３が位
置し、これらの櫛状突起１２，１３の間に束ねた頭髪２０が挟まれるように配置されるか
、または、頭髪２０の束の中に櫛状突起１２，１３が挿入される。ゴム紐３０の端部３０
ｂの外側（頭から離間する側）には、例えば、櫛状突起１４，１５が位置し、これらの櫛
状突起１４，１５の間に束ねた頭髪２０が挟まれるように配置されるか、または、頭髪２
０の束の中に櫛状突起１４，１５が挿入される。これにより、ゴム紐３０は、櫛状突起１
２～１５によって、頭髪２０の長さ方向の両側から挟まれた状態となることから、櫛状突
起１２～１５と頭髪２０との間の摩擦によって、ゴム紐３０および髪止め具１が頭髪２０
の長さ方向に移動することを規制できる。また、仮にゴム紐３０が頭髪の長さ方向に移動
した場合であっても、ゴム紐３０は櫛状突起１２～１５によって、頭髪２０の長さ方向の
両側から挟まれた状態であるため、ゴム紐３０の移動に応じて髪止め具１も移動するので
、ゴム紐３０が外部から視認されることを防止できる。なお、櫛状突起１２と櫛状突起１
３の間隔は、これらの間に束ねた頭髪２０を挿通することができる間隔か、または、櫛状
突起１２と櫛状突起１３を頭髪２０の束の中に挿入する場合には、挿入をスムーズに行う
ことができる間隔に設定することができる。櫛状突起１４，１５も同様である。
【００２１】
　なお、図１では、櫛状突起１２～１５は、環状部１０の幅方向（Ｘ方向）の両端部に設
けるようにしたが、図２に示すように、櫛状突起１２～１５は、ゴム紐３０を頭髪の長さ
方向の両端から挟むことが可能な位置であれば、両端部には限定されず、両端部よりも内
側の位置に取り付けるようにしてもよい。
【００２２】
　以上に説明したように、本発明の第１実施形態では、切れ目１１を有する環状部１０の
内側であって、頭髪２０の長さ方向の両端からゴム紐３０を挟む位置に櫛状突起１２～１
５を設けるようにしたので、櫛状突起１２～１５と頭髪２０との摩擦力によって、ゴム紐
３０および髪止め具１が頭髪２０の長さ方向に移動することを規制できる。また、櫛状突
起１２～１５によって、ゴム紐３０を挟み込むようにすることで、仮にゴム紐３０が頭髪
２０の長さ方向に移動した場合であっても、ゴム紐３０に追従して髪止め具１が移動する
ことで、ゴム紐３０が外部から視認されることを防止できる。また、第１実施形態では、
外側面１０ａは、切れ目１１以外は連続した面となっているので、この面に対して、色彩
や文字や図柄等の装飾を自由に施すことができる。
【００２３】
（Ｂ）本発明の第２実施形態の説明
　つぎに、本発明の第２実施形態について説明する。図３は、本発明の第２実施形態の構
成例を示す斜視図である。図３に示すように、第２実施形態に係る髪止め具１Ａは、台座
部４０、アーム部４３，４４、および、櫛状突起４６～４９を有している。
【００２４】
　ここで、台座部４０は、例えば、金属、樹脂、木材、セラミックス、ベッコウ等によっ
て構成される。なお、前述したように、金属をベース材とし、その表面を別の部材（例え
ば、樹脂、皮革、布等）によって被覆するようにしてもよい。台座部４０の両端には、ア
ーム部４３，４４がヒンジ４１，４２によって開閉自在に取り付けられている。ヒンジ４
１，４２は、図示しない弾性部材を有し、この弾性部材によって、アーム部４３，４４が
閉じる方向に付勢する。なお、図３では、アーム部４３，４４の端部４３ｃ，４３ａが離
間した状態となっているが、端部４３ｃ，４３ａが当接した状態で保持されるように設定
してもよい。
【００２５】
　台座部４０の外側面４０ａには、例えば、色彩や文字や図柄やラインストーン等による
装飾が施されている。台座部４０の内側面４０ｂには、櫛状突起４６～４９が切れ目４５
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に向かって伸出するように取り付けられている。また、櫛状突起４６と櫛状突起４７およ
び櫛状突起４８と櫛状突起４９は、頭髪２０への着脱を容易にするために、略平行となる
ように取り付けられることが望ましい。なお、櫛状突起４６～４９は、図２と同様に、頭
髪２０を束ねたゴム紐３０を頭髪２０の長さ方向の両側から挟む位置に取り付けられてい
る。
【００２６】
　アーム部４３，４４の端部４３ｃ，４４ｃは、頭髪２０に装着する際に、頭髪２０の挿
入をスムーズにするために、円形形状に加工されている。アーム部４３，４４の外側面４
３ａ，４４ａには、色彩や文字や図柄やラインストーン等による装飾が施されている。ア
ーム部４３，４４の内側面４３ｂ，４４ｂは、例えば、頭髪２０の摩擦を少なくして着脱
をスムーズにするために鏡面加工が施されている。
【００２７】
　以上のような構成を有する髪止め具１Ａを頭髪２０に装着する場合、図２に示すように
、ゴム紐３０を頭髪２０に巻回することで予め束ねておく。そして、ヒンジ４１，４２の
弾性力に抗って切れ目４５を広げる方向の力をアーム部４３，４４に対して印加し、広が
った切れ目４５から頭髪２０をアーム部４３，４４の内側に挿入する。その際、台座部４
０を把持して下向きの力を印加することで、頭髪２０への装着を容易に行うことができる
。
【００２８】
　このとき、ゴム紐３０の端部３０ａの外側（頭側）には、例えば、櫛状突起４６，４７
が位置し、これらの櫛状突起４６，４７の間に束ねた頭髪２０が挟まれるように配置され
るか、または、頭髪２０の束の中に櫛状突起４６，４７が挿入される。ゴム紐３０の端部
３０ｂの外側（頭から離間する側）には、例えば、櫛状突起４８，４９が位置し、これら
の櫛状突起４８，４９の間に束ねた頭髪２０が挟まれるように配置されるか、または、頭
髪２０の束の中に櫛状突起４８，４９が挿入される。これにより、ゴム紐３０は、櫛状突
起４６～４９によって、頭髪２０の長さ方向の両側から挟まれた状態となることから、櫛
状突起４６～４９と頭髪２０との間の摩擦によって、ゴム紐３０および髪止め具１Ａが頭
髪２０の長さ方向に移動することを規制できる。また、仮にゴム紐３０が頭髪の長さ方向
に移動した場合であっても、ゴム紐３０は櫛状突起４６～４９によって、頭髪２０の長さ
方向の両側から挟まれた状態であるため、ゴム紐３０の移動に追従して髪止め具１Ａも移
動するので、ゴム紐３０が外部から視認されることを防止できる。なお、櫛状突起４６と
櫛状突起４７の間隔は、これらの間に束ねた頭髪２０を挿通することができる間隔か、ま
たは、櫛状突起４６と櫛状突起４７を頭髪２０の束の中に挿入する場合には、挿入をスム
ーズに行うことができる間隔に設定することができる。櫛状突起４８，４９も同様である
。
【００２９】
　以上に説明したように、本発明の第２実施形態では、内側に櫛状突起４６～４９が設け
られた台座部４０の両端に、ヒンジ４１，４２によってアーム部４３，４４を開閉自在に
取り付け、このアーム部４３，４４を弾性力に抗って押し広げ、頭髪２０の長さ方向の両
端からゴム紐３０を挟む位置に櫛状突起４６～４９が来るように装着するようにしたので
、櫛状突起４６～４９と頭髪２０との摩擦によって、ゴム紐３０が頭髪２０の長さ方向に
移動することを規制できる。また、櫛状突起４６～４９によって、ゴム紐３０を挟み込む
ようにすることで、仮にゴム紐３０が頭髪２０の長さ方向に移動した場合であっても、ゴ
ム紐３０に追従して髪止め具１Ａが移動することで、ゴム紐３０が外部から視認されるこ
とを防止できる。また、可動部分であるアーム部４３，４４の間に固定部である台座部４
０を設け、この台座部４０に櫛状突起４６～４９を設けることで、頭髪２０への着脱を容
易に行うことができる。また、ヒンジ４１，４２を設けるようにしたので、アーム部４３
，４４として、弾性を有しない材料を用いることができるため、材料選択の範囲を広げる
ことができる。
【００３０】
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（Ｃ）本発明の第３実施形態の説明
　つぎに、本発明の第３実施形態について説明する。図４は、本発明の第３実施形態の構
成例を示す斜視図である。図４に示すように、第３実施形態に係る髪止め具１Ｂは、台座
部５０およびアーム部５３，５４を有している。
【００３１】
　ここで、台座部５０は、例えば、金属、樹脂、木材、セラミックス、ベッコウ等によっ
て構成される。なお、前述したように、金属をベース材とし、その表面を別の部材（例え
ば、樹脂、皮革、布等）によって被覆するようにしてもよい。台座部５０の両端には、ア
ーム部５３，５４がヒンジ５１，５２によって開閉自在に取り付けられている。ヒンジ５
１，５２は、図示しない弾性部材を有し、この弾性部材によって、アーム部５３，５４が
閉じる方向に付勢する。なお、図４では、アーム部５３，５４の端部５３ｅ，５４ｅが離
間した状態となっているが、端部５３ｅ，５４ｅが当接した状態で保持されるようにして
もよい。
【００３２】
　台座部５０の外側面５０ａには、例えば、色彩や文字や図柄やラインストーン等による
装飾が施されている。台座部５０の内側面５０ｂには、凸条部５０ｃ，５０ｄが設けられ
ている。凸条部５０ｃ，５０ｄは、頭髪２０を束ねたゴム紐３０を頭髪２０の長さ方向の
両側から挟む位置に取り付けられている。なお、凸条部５０ｃ，５０ｄは、台座部５０と
一体的に形成されるようにしてもよいし、あるいは、別体として構成し、接着剤または溶
接によって台座部５０に接着（または溶着）するようにしてもよい。
【００３３】
　アーム部５３，５４の端部５３ｅ，５４ｅは、頭髪に装着する際に、頭髪の挿入をスム
ーズにするために、円形形状に加工されている。アーム部５３，５４の外側面５３ａ，５
４ａには、色彩や文字や図柄やラインストーン等による装飾が施されている。アーム部５
３の内側面５３ｂには、台座部５０と同様の形状を有する、凸条部５３ｃ，５３ｄが設け
られ、アーム部５４の内側面５４ｂにも、台座部５０と同様の形状を有する、凸条部５４
ｃ，５４ｄが設けられている。凸条部５３ｃ，５３ｄおよび凸条部５４ｃ，５４ｄは、頭
髪２０を束ねたゴム紐３０を頭髪２０の長さ方向の両側から挟む位置に形成されている。
なお、凸条部５３ｃ，５３ｄおよび凸条部５４ｃ，５４ｄは、アーム部５３，５４と一体
的に形成されるようにしてもよいし、あるいは、別体として構成し、接着剤または溶接に
よってアーム部５３，５４に接着（または溶着）するようにしてもよい。
【００３４】
　以上のような構成を有する髪止め具１Ｂを頭髪２０に装着する場合、図２に示すように
、ゴム紐３０を頭髪２０に巻回することで予め束ねておく。そして、ヒンジ５１，５２の
弾性力に抗って切れ目５５を広げる方向の力をアーム部５３，５４に対して印加し、広が
った切れ目５５から頭髪２０をアーム部５３，５４の内側に挿入する。装着する際には、
台座部５０を把持して下向きの力を印加することで、頭髪２０への装着を容易に行うこと
ができる。
【００３５】
　このとき、ゴム紐３０の端部３０ａの外側（頭側）には、例えば、凸条部５３ｄ，５０
ｄ，５４ｄが位置し、また、ゴム紐３０の端部３０ｂの外側（頭から離間する側）には、
例えば、凸条部５３ｃ，５０ｃ，５４ｃが位置する。これにより、ゴム紐３０は、凸条部
５３ｃ，５０ｃ，５４ｃおよび凸条部５３ｄ，５０ｄ，５４ｄによって、頭髪２０の長さ
方向の両側から挟まれた状態となることから、凸条部５３ｃ，５０ｃ，５４ｃおよび凸条
部５３ｄ，５０ｄ，５４ｄと頭髪２０との間の摩擦によって、ゴム紐３０および髪止め具
１Ｂが頭髪２０の長さ方向に移動することを規制できる。また、仮にゴム紐３０が移動し
た場合であっても、ゴム紐３０は凸条部５３ｃ，５０ｃ，５４ｃおよび凸条部５３ｄ，５
０ｄ，５４ｄによって、頭髪２０の長さ方向の両側から挟まれた状態である。このため、
ゴム紐３０の移動に追従して髪止め具１Ｂも移動するので、ゴム紐３０が外部から視認さ
れることを防止できる。
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【００３６】
　以上に説明したように、本発明の第３実施形態では、内側に凸条部５０ｃ，５０ｄが設
けられた台座部５０の両端に、ヒンジ５１，５２によって、凸条部５３ｃ，５３ｄおよび
凸条部５４ｃ，５４ｄを有するアーム部５３，５４を開閉自在に取り付け、このアーム部
５３，５４を弾性力に抗って押し広げ、頭髪２０の長さ方向の両端からゴム紐３０を挟む
位置に凸条部５３ｃ，５０ｃ，５４ｃおよび凸条部５３ｄ，５０ｄ，５４ｄが来るように
装着するようにしたので、凸条部５３ｃ，５０ｃ，５４ｃおよび凸条部５３ｄ，５０ｄ，
５４ｄと頭髪２０との摩擦によって、ゴム紐３０が頭髪２０の長さ方向に移動することを
規制できる。また、凸条部５３ｃ，５０ｃ，５４ｃおよび凸条部５３ｄ，５０ｄ，５４ｄ
によって、ゴム紐３０を挟み込むようにすることで、仮にゴム紐３０が頭髪２０の長さ方
向に移動した場合であっても、ゴム紐３０に追従して髪止め具１Ｂが移動することで、ゴ
ム紐３０が外部から視認されることを防止できる。また、凸条部５３ｃ，５０ｃ，５４ｃ
および凸条部５３ｄ，５０ｄ，５４ｄを用いるようにしたので、頭髪２０への着脱を容易
に行うことができる。また、ヒンジ５１，５２を設けるようにしたので、アーム部５３，
５４として、弾性を有しない材料を用いることができるため、材料選択の範囲を広げるこ
とができる。
【００３７】
（Ｄ）本発明の第４実施形態の説明
　つぎに、本発明の第４実施形態について説明する。図５は、本発明の第４実施形態の構
成例を示す斜視図である。図５に示すように、第４実施形態に係る髪止め具１Ｃは、環状
部６１，６２、ヒンジ６２、および、櫛状突起６４～６７を有している。
【００３８】
　ここで、環状部６０，６１は、例えば、金属、樹脂、木材、セラミックス、ベッコウ等
によって構成される。なお、前述したように、金属をベース材とし、その表面を別の部材
（例えば、樹脂、皮革、布等）によって被覆するようにしてもよい。環状部６０，６１は
、ヒンジ６２によって開閉自在に接合されている。環状部６０の中央付近の内側面６０ｂ
には、櫛状突起６４～６７が取り付けられている。なお、櫛状突起６４～６７は、図２と
同様に、頭髪２０を束ねたゴム紐３０を頭髪２０の長さ方向の両側から挟む位置に取り付
けられている。また、頭髪２０への着脱を容易にするために、櫛状突起６４と櫛状突起６
５および櫛状突起６６と櫛状突起６７は略平行になるように配置することが望ましい。
【００３９】
　環状部６０，６１の端部６０ｃ，６１ｃには、係止部６０ｄ，６１ｄが設けられており
、これら係止部６０ｄ，６１ｄを相互に嵌め合わせることで、環状部６０，６１の端部６
０ｃ，６１ｃを相互に係止することができる。環状部６０，６１の外側面６０ａ，６１ａ
には、例えば、色彩や文字や図柄やラインストーン等による装飾が施されている。環状部
６０，６１の内側面６０ｂ，６１ｂは、例えば、頭髪２０の摩擦を少なくして着脱をスム
ーズにするために鏡面加工が施されている。
【００４０】
　以上のような構成を有する髪止め具１Ｃを頭髪２０に装着する場合、図２に示すように
、ゴム紐３０を頭髪２０に巻回することで予め束ねておく。そして、環状部６０が上側に
位置するように把持するとともに、環状部６１を開いた状態にする。環状部６１は、ヒン
ジ６２を中心として、例えば、９０度以上開いた状態にすることができるので、そのよう
な状態で、櫛状突起６４～６７が、ゴム紐３０の端部３０ａ，３０ｂを挟むように、頭髪
２０に装着する。装着が完了すると、係止部６０ｄ，６１ｄを嵌め合わせることで、端部
６０ｃ，６１ｃを係止し、切れ目のない環状形状とすることができる。
【００４１】
　このとき、ゴム紐３０の端部３０ａの外側（頭側）には、例えば、櫛状突起６４，６５
が位置し、これらの櫛状突起６４，６５の間に束ねた頭髪２０が挟まれるように配置され
るか、または、頭髪２０の束の中に櫛状突起６４，６５が挿入される。ゴム紐３０の端部
３０ｂの外側（頭から離間する側）には、例えば、櫛状突起６６，６７が位置し、これら
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の櫛状突起６６，６７の間に束ねた頭髪２０が挟まれるように配置されるか、または、頭
髪２０の束の中に櫛状突起６６，６７が挿入される。これにより、ゴム紐３０は、櫛状突
起６４～６７によって、頭髪２０の長さ方向の両側から挟まれた状態となることから、櫛
状突起６４～６７と頭髪２０との間の摩擦によって、ゴム紐３０および髪止め具１Ｃが頭
髪２０の長さ方向に移動することを規制できる。また、仮にゴム紐３０が頭髪の長さ方向
に移動した場合であっても、ゴム紐３０は櫛状突起６４～６７によって、頭髪２０の長さ
方向の両側から挟まれた状態であるため、ゴム紐３０の移動に追従して髪止め具１Ｃも移
動するので、ゴム紐３０が外部から視認されることを防止できる。なお、櫛状突起６４と
櫛状突起６５の間隔は、これらの間に束ねた頭髪２０を挿通することができる間隔か、ま
たは、櫛状突起６４と櫛状突起６５を頭髪２０の束の中に挿入する場合には、挿入をスム
ーズに行うことができる間隔に設定することができる。櫛状突起６６，６７も同様である
。
【００４２】
　以上に説明したように、本発明の第４実施形態では、内側に櫛状突起６４～６７が設け
られた環状部６０と、ヒンジ６２によって環状部６０に開閉自在に取り付けられた環状部
６１を設け、環状部６１を開いて頭髪２０の長さ方向の両端からゴム紐３０を挟む位置に
櫛状突起６４～６７が来るように装着するようにしたので、櫛状突起６４～６７と頭髪２
０との摩擦によって、ゴム紐３０が頭髪２０の長さ方向に移動することを防止できる。ま
た、櫛状突起６４～６７によって、ゴム紐３０を挟み込むようにすることで、仮にゴム紐
３０が頭髪２０の長さ方向に移動した場合であっても、ゴム紐３０に追従して髪止め具１
Ｃが移動することで、ゴム紐３０が外部から視認されることを防止できる。また、係止部
６０ｄ，６１ｄを設けるようにしたので、ヒンジ６２に対して弾性部材を設ける必要がな
くなる。
【００４３】
（Ｅ）本発明の第５実施形態の説明
　つぎに、本発明の第５実施形態について説明する。図６は、本発明の第５実施形態の構
成例を示す斜視図である。なお、図６において、図５と対応する部分には同一の符号を付
して、その説明を省略する。図６では、図５と比較すると、櫛状突起６４～６７の設けら
れている位置が変更されている。また、ヒンジ６２は、櫛状突起６４と櫛状突起６５およ
び櫛状突起６６と櫛状突起６７が平行になる角度でそれ以上開かなくなるように規制され
る。それ以外の構成は、図５の場合と同様である。
【００４４】
　ここで、櫛状突起６４，６６は、環状部６０の内側面６０ｂにヒンジ６２の回転軸と略
平行に配列されている。また、櫛状突起６５，６７は、環状部６１の内側面６１ｂにヒン
ジ６２の回転軸と略平行に配列されている。また、ヒンジ６２は、環状部６０，６１が閉
じた状態から、略９０度開いた状態で、それ以上開かなくなるように規制される構成とさ
れる。ヒンジ６２が規制された状態（略９０度開いた状態）において、櫛状突起６４と櫛
状突起６５は、略平行になるように構成されている。櫛状突起６６と櫛状突起６７も同様
に、ヒンジ６２が規制された状態（略９０度開いた状態）において、略平行になるように
構成されている。また、環状部６０，６１が閉じた状態で、櫛状突起６４と櫛状突起６５
は、相互に干渉しない長さおよび方向で取り付けられている。櫛状突起６６と櫛状突起６
７も同様に、環状部６０，６１が閉じた状態で、相互に干渉しない長さおよび方向で取り
付けられている。櫛状突起６４と櫛状突起６５の間隔は、これらの間に束ねた頭髪２０を
挿通することができる間隔か、または、櫛状突起６４と櫛状突起６５を頭髪２０の束の中
に挿入する場合には、挿入をスムーズに行うことができる間隔に設定することができる。
櫛状突起６６，６７も同様である。
【００４５】
　以上のような構成を有する髪止め具１Ｄを頭髪２０に装着する場合、図２に示すように
、ゴム紐３０を頭髪２０に巻回することで予め束ねておく。そして、環状部６０，６１を
最大限に開いた状態とするとともに、ヒンジ６２が上側に位置するように把持する。この
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とき、櫛状突起６４と櫛状突起６５は略平行の状態になり、また、櫛状突起６６と櫛状突
起６７も略平行の状態となるので、そのような状態で、櫛状突起６４～６７が、ゴム紐３
０の端部３０ａ，３０ｂを挟むように、頭髪２０に装着する。装着が完了すると、係止部
６０ｄ，６１ｄを嵌め合わせることで、端部６０ｃ，６１ｃを係止することができる。
【００４６】
　このとき、ゴム紐３０の端部３０ａの外側（頭側）には、例えば、櫛状突起６４，６５
が位置し、これらの櫛状突起６４，６５は、束ねた頭髪２０の中に斜めに挿入される。ゴ
ム紐３０の端部３０ｂの外側（頭から離間する側）には櫛状突起６６，６７が位置し、こ
れらの櫛状突起６６，６７は、束ねた頭髪２０の中に斜めに挿入される。これにより、ゴ
ム紐３０は、櫛状突起６４～６７によって、頭髪２０の長さ方向の両側から挟まれた状態
となることから、櫛状突起６４～６７と頭髪２０との間の摩擦によって、ゴム紐３０およ
び髪止め具１Ｄが頭髪２０の長さ方向に移動することを規制できる。また、仮にゴム紐３
０が移動した場合であっても、ゴム紐３０は櫛状突起６４～６７によって、頭髪２０の長
さ方向の両側から挟まれた状態であるため、ゴム紐３０の移動に追従して髪止め具１Ｄも
移動するので、ゴム紐３０が外部から視認されることを防止できる。
【００４７】
　以上に説明したように、本発明の第５実施形態では、内側に櫛状突起６４，６６が設け
られた環状部６０と、内側に櫛状突起６５，６７が設けられた環状部６１とをヒンジ６２
によって開閉自在に接合し、環状部６０，６１を開いて頭髪２０の長さ方向の両端からゴ
ム紐３０を挟む位置に櫛状突起６４～６７が来るように装着するようにしたので、櫛状突
起６４～６７と頭髪２０との摩擦によって、ゴム紐３０が頭髪２０の長さ方向に移動する
ことを規制できる。また、櫛状突起６４～６７によって、ゴム紐３０を挟み込むようにす
ることで、仮にゴム紐３０が頭髪２０の長さ方向に移動した場合であっても、ゴム紐３０
に追従して髪止め具１Ｄが移動することで、ゴム紐３０が外部から視認されることを防止
できる。また、係止部６０ｄ，６１ｄを設けるようにしたので、ヒンジ６２に対して弾性
部材を設ける必要がなくなる。また、櫛状突起６４と櫛状突起６５および櫛状突起６６と
櫛状突起６７が略平行になる角度でヒンジ６２が規制される構成としたので、頭髪２０へ
の着脱を容易に行うことができる。
【００４８】
（Ｆ）本発明の第６実施形態の説明
　つぎに、本発明の第６実施形態について説明する。図７は、本発明の第６実施形態の構
成例を示す斜視図である。なお、図７において、図５と対応する部分には同一の符号を付
して、その説明を省略する。図７では、図５と比較すると、櫛状突起６４～６７の設けら
れている位置が変更されている。それ以外の構成は、図５の場合と同様である。
【００４９】
　ここで、櫛状突起６４，６６は、環状部６０の中央付近の内側面６０ｂにヒンジ６２の
回転軸と略平行に配列されている。また、櫛状突起６５，６７は、環状部６１の中央付近
の内側面６１ｂにヒンジ６２の回転軸と略平行に配列されている。また、ヒンジ６２は、
環状部６０，６１が開いた状態で、櫛状突起６４～６７が頭髪２０に接触しない角度まで
は少なくとも開くように構成されている。また、環状部６０，６１が閉じた状態で、櫛状
突起６４と櫛状突起６５は、相互に干渉しない長さおよび方向で取り付けられている。櫛
状突起６６と櫛状突起６７も同様に、環状部６０，６１が閉じた状態で、相互に干渉しな
い長さおよび方向で取り付けられている。
【００５０】
　以上のような構成を有する髪止め具１Ｅを頭髪２０に装着する場合、図２に示すように
、ゴム紐３０を頭髪２０に巻回することで予め束ねておく。そして、環状部６０，６１を
開いた状態とするとともに、ヒンジ６２が上側に位置するように保持する。このとき、櫛
状突起６４～６７は頭髪２０に接触しない状態になるので、そのような状態で、櫛状突起
６４～６７が、ゴム紐３０の端部３０ａ，３０ｂを挟むように、頭髪２０に装着する。装
着が完了すると、係止部６０ｄ，６１ｄを嵌め合わせることで、端部６０ｃ，６１ｃを係
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止することができる。
【００５１】
　このとき、ゴム紐３０の端部３０ａの外側（頭側）には、例えば、櫛状突起６４，６５
が位置し、これらの櫛状突起６４，６５は、頭髪２０の束の中に対向するように挿入され
る。ゴム紐３０の端部３０ｂの外側（頭から離間する側）には櫛状突起６６，６７が位置
し、これらの櫛状突起６６，６７は、頭髪２０の束の中に対向するように挿入される。こ
れにより、ゴム紐３０は、櫛状突起６４～６７によって、頭髪２０の長さ方向の両側から
挟まれた状態となることから、櫛状突起６４～６７と頭髪２０との間の摩擦によって、ゴ
ム紐３０および髪止め具１Ｅが頭髪２０の長さ方向に移動することを規制できる。また、
仮にゴム紐３０が移動した場合であっても、ゴム紐３０は櫛状突起６４～６７によって、
頭髪２０の長さ方向の両側から挟まれた状態である。このため、ゴム紐３０の移動に追従
して髪止め具１Ｅも移動するので、ゴム紐３０が外部から視認されることを防止できる。
【００５２】
　以上に説明したように、本発明の第６実施形態では、内側に櫛状突起６４，６６が設け
られた環状部６０と、内側に櫛状突起６５，６７が設けられた環状部６１とをヒンジ６２
によって開閉自在に接合し、環状部６０，６１を開いて頭髪２０の長さ方向の両端からゴ
ム紐３０を挟む位置に櫛状突起６４～６７が来るように装着するようにしたので、櫛状突
起６４～６７と頭髪２０との摩擦によって、ゴム紐３０が頭髪２０の長さ方向に移動する
ことを規制できる。また、櫛状突起６４～６７によって、ゴム紐３０を挟み込むようにす
ることで、仮にゴム紐３０が頭髪２０の長さ方向に移動した場合であっても、ゴム紐３０
に追従して髪止め具１Ｅが移動することで、ゴム紐３０が外部から視認されることを防止
できる。また、係止部６０ｄ，６１ｄを設けるようにしたので、ヒンジ６２に対して弾性
部材を設ける必要がなくなる。さらに、環状部６１，６２を閉じることによって、櫛状突
起６４～６７が頭髪２０の束の中に挿入されるので、装着時に必要な力を軽減することが
できる。
【００５３】
（Ｇ）変形実施形態の説明
　以上の各実施形態は一例であって、本発明が上述したような場合のみに限定されるもの
でないことはいうまでもない。例えば、以上の各実施形態では、環状部は、円形形状とし
たが、例えば、楕円形状、三角形状、四角形状、または、五角形以上の多角形状としても
よい。
【００５４】
　また、第３実施形態では、環状部としての台座部およびアーム部の断面形状は凹状形状
とし、それ以外の実施形態では環状部の断面形状は矩形形状としたが、本発明はこれらの
断面形状のみに限定されるものではない。例えば、外側面側が円形形状を有する断面形状
としたり、同じく外側面が凹状形状を有する断面形状としたり、三角形、四角形、それ以
上の多角形の断面形状としたり、あるいは、それ以外の断面形状とすることも可能である
。なお、台座部およびアーム部も同様である。
【００５５】
　また、以上の各実施形態では、ゴム紐３０をその前後から２本ずつの櫛状突起によって
挟む構造としたが、例えば、前後の少なくとも一方を１本だけとし頭髪２０の中に挿入さ
れる構成としてもよい。また、２本ではなく、３本以上の櫛状突起によってゴム紐３０を
挟むようにしてもよい。
【００５６】
　また、本明細書中において、「ゴム紐」とは、文字通り「ゴム」を内部に有する紐状部
材としてのゴム紐の他に、例えば、ゴム以外の弾性材（例えば、伸縮性を有する繊維）を
有する紐状部材も「ゴム紐」に含まれるものとする。すなわち、頭髪２０を束ねて弾性力
によって保持することができる長尺部材はゴム紐であるとする。
【００５７】
　また、以上の各実施形態に示す櫛状突起の長さおよび構造は一例であって、図に示す以
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起の長さは一例であって、用途等に応じて長さを調整するようにしてもよい。また、櫛状
突起の取り付け角度についても、図１，３，５～７は一例であり、用途等に応じて角度を
調整するようにしてもよい。例えば、櫛状突起の間に頭髪を挟む構成の場合、櫛状突起が
略平行になるのではなく、先端がより開いた構成とすることで、装着を容易にすることが
できる。より詳細には、例えば、図１の例では、櫛状突起１２，１３の先端がＹ方向に対
してより開いた構成とすることができる。櫛状突起１４，１５も同様である。また、櫛状
突起１２，１４の先端がＸ方向に対してより開いた構成とすることができる。櫛状突起１
３，１５も同様である。同様のことは、図３，５～７に対しても適用することができる。
【００５８】
　また、以上の各実施形態では、環状部の端部が相互に当接した状態を環状部の径が最小
の状態としたが、環状部の径を任意に調整できるように構成してもよい。例えば、環状部
の一方に複数の穴を設け、環状部の他方にこれら複数の穴のいずれかに挿通される突起を
設け、突起が挿通される穴の位置によって、環状部の径を調整可能としてもよい。あるい
は、環状部の一方に鋸歯形状を設け、環状部の他方に鋸歯形状に係止するための爪を設け
、爪が鋸歯形状に当接する位置を調整することで、環状部の径を調整可能としてもよい。
【００５９】
　また、以上の各実施形態では、環状部は単一の材料によって構成される場合を例に挙げ
て説明したが、複合材によって形成するようにしたり、単一材の表面を他の材料によって
覆うようにしたりしてもよい。また、環状部の材料として機能性材料を用いることで、頭
髪２０をまとめたり、審美性を高めたりする以外の機能を発揮するようにしてよい。例え
ば、環状部として、調湿機能を有する部材（例えば、セラミックス等）を全部またはその
一部に用いることで、頭髪２０が乾燥している場合には放湿し、湿潤している場合には吸
湿することで、頭髪２０の健康状態を維持するようにしてもよい。また、静電気をコロナ
放電によって大気中に逃がすことができる繊維等によって環状部の表面を覆うことで、頭
髪３０に蓄えられた静電気を除去し、頭髪２０のまとまりをよくすることができる。
【００６０】
　また、図４では、台座部５０とアーム部５３，５４の双方に凸条部５０ｃ，５０ｄ，５
３ｃ，５３ｄ，５４ｃ，５４ｄを設けるようにしたが、例えば、台座部５０だけに設けた
り、アーム部５３，５４の少なくとも一方だけに設けたりしてもよい。また、図１，３，
５～７に対して、櫛状突起の代わりに凸条部を設けるようにしてもよい。
【００６１】
　また、図５～図７に示す係止部６０ｄ，６１ｄを、図３および図４に示すアーム部４３
，４４，５３，５４に設けるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００６２】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ　髪止め具
　１０，６０，６１　環状部
　１２～１５，４６～４９，６４～６７　櫛状突起
　２０　頭髪
　３０　ゴム紐
　４０，５０　台座部
　４３，４４，５３，５４　アーム部
　４１，４２，５１，５２，６２　ヒンジ
　５０ｃ，５０ｄ，５３ｃ，５３ｄ，５４ｃ，５４ｄ　凸条部
　６０ｄ，６１ｄ　係止部
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